別記様式第28号(第23条関係)

第　　　　　号　　
　　年　　月　　日　　


公　　　　　告　　　　　書


　下記の物件は、　　　　　　　　と認めるので、当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者は、　　　　年　　月　　日までに、当該物件を　　　　すること。
この期限までに当該物件を　　　　しない場合は、消防職員が除去する。

記
1　所在地


2　種別及び数量


　以上、消防法第5条の3第2項の規定により公告する。


長門市消防本部
消防長　　　　　　　　　　印　　
